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飯田市の基本構想（目指すべき方向性）の変遷

田園工業都市
1966(S41)年度～1980(S55)年度

第１次基本構想基本計画

第２次基本構想基本計画 緑と光にあふれた豊かな住みよい田園都市
1978(S53)年度～1987(S62)年度

緑とロマンにあふれ活力ある
りんご並木のまちいいだ第３次基本構想基本計画

1988(S63)年度～1997(H９)年度

住み続けたいまち住んでみたいまち飯田
人も自然も輝く文化経済自立都市

基本構想策定に併せ「環境文化都市宣言」を実施
第５次基本構想基本計画
2007(H19)年度～2016(H28)年度

リニアがもたらす大交流時代に「くらし豊かなまち」をデザインする

－合言葉はムトス誰もが主役飯田未来舞台－
2017(H29)年度～2028(R10)年度

いいだ未来デザイン2028

人も自然も美しく、輝くまち飯田
－環境文化都市－

1996(H８)年度～2005(H17)年度

第４次基本構想基本計画



飯田市環境基本条例（1997年４月施行）

＜前文＞抜粋
◆ 今こそ私たちは、広い視野に立って、すべての人々が健全で豊かな環境の恵
沢を享受するとともに、将来の世代に良好な環境を引き継いでいく責務を有す
ることを認識し、環境への負荷を低減するため、すべての者の公平な役割分担
の下に社会経済システムや生活様式の変革を図っていかなければならない。
◆私たちは、市民の総意として、美しい環境と文化の香りに包まれた持続
的に発展することができる都市を、強い意志と行動により築くことを決意し、
この条例を制定する。

＜目的＞
◆ この条例は、環境基本法の精神にのっとり、環境の保全及び創造について、
飯田市、事業者及び市民が一体となって取り組むための基本理念を定め、並び
に市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造
に関する施策の基本的事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関す
る施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の福祉の
向上に寄与することを目的とする。
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環境文化都市宣言 （Ｈ19年3月）
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環境文化都市いいだ これまでの歩み

平成 年 ラウンドアバウトの導入

平成 年 ごみ処理費用負担制度導入

平成 年 平成のまほろば事業市民共同発電開始

太陽光発電補助開始
地域ぐるみで へ挑戦しよう研究会 現:地域ぐるみ環境 研究会 発足

平成 年 公共施設へのペレットストーブ設置開始

平成 年 環境首都コンテスト｢明日の環境首都賞｣受賞

ポイ捨て条例制定
南アルプス ユネスコエコパーク登録

平成 年 環境文化都市宣言

平成 年 環境モデル都市選定

平成 年 目指す都市像 環境文化都市

地域主導の
再エネ事業創出

環境基本条例制定 いいだ環境プラン策定

令和 年 いいだゼロカーボンシティ宣言

レジ袋有料化
防犯灯の開発・設置

令和 年脱炭素先行地域選定

★
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平成 年地域環境権条例制定

年

平成 年

平成 年

平成 年

★



21’いいだ環境プラン みんなで目指そう「6つのゴール」



お家ですごすとき

買い物では

場面別 こんなことしてみませんか事例集

家を建てるとき
外出するとき

家電製品を使うとき

コミュニティのなかで

□地元産の木材を積極的に
利用する

□地域の美化活動や汚染の
防止に積極的に努める

□電車やバスなど公共交通機関を
積極的に利用する

□電源をこまめに切り、省エネモー
ドを活用する

□燃やすゴミから、紙や容器包装
プラスチックなど資源として
分別

□すぐに食べる場合は、賞味
期限の近い商品を積極的に
利用する

□冷蔵庫の中を整理し、
物を詰め込み過ぎない

□エアコンのフィルター掃除など、
製品の手入れを忘れない

21’いいだ環境プラン 取組事例の提案
‥で、結局

何すればいいの?



飯田市の 燃やすごみ、埋立ごみ の量



選定由

2050年いいだゼロカーボンシティ宣言
2050年までに飯田市の二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを目指し、それを実

現するための市民生活、事業活動、行政施策などを、市民、事業者、行政などが協
働して地域ぐるみで力強く進めていく。

飯田市議会、飯田商工会議所、飯田市の3者共同宣言

（Ｒ３年３月）



二酸化炭素排出量の推移
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11
再生可能エネルギーを生み出す日光、森林、河川等は、
本来的に地域や市民生活に密接な関わりをもつもの

基金を無利子貸付

地域・地縁団体
（まちづくり委員会等）

⇕
協力企業金融機関

地域の
課題解決！

売電収益を
公共的再投資

答申

住民主体の
再エネ事業

事業の信用補完

事業化助言

融資 投資

飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例

【地域環境権条例】

飯田の特徴を生かした「エネルギー自治」で持続可能なまちづくりを推進

公益的環境活
動による
企業価値向上

市⾧

市の支援組織

事業
認定

地域再エネ活用事業の申請

（Ｈ25年3月）
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H25年度～R6年度

飯田市が条例で定めた地域環境権は、住民が公益的な利益還元を伴う再エネ事業を実施することを支援する仕組です。現在、
この地域環境権条例の認定を受け、持続的な地域づくりを目的とした再エネ活用事業に取り組まれている事業を以下に示します。



脱炭素先行地域への挑戦 （環境省 Ｒ４年11月認定）



交通の拠点で利便性の良い川路地区内にある戸建住宅、商業施設及び市内全小中学校に太陽光発電・蓄電池を最大限設置し、自家消
費を進めるとともに、既存のメガソーラーを活用した

デマンドレスポンスサービス「NACHARGE」を活用し省エネ行動を促進するとともに、全小中学校における環境教育・地域学習により、
脱炭素社会の担い手を育成。

取組の全体像

地域の環境への取組を題材にした環境教育を全小中学校で実施

脱炭素化に関する主な取組

飯田市:既存配電系統を活用した地域マイクログリッドによる人をつなぎ地域をつなぐまちづくり
（環境省 Ｒ４年11月認定）
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環境文化都市づくりプラットフォーム「うごくる。」 （Ｒ４年６月キックオフ）

15



グリーンバレー千代 H30.5.17

環境とは……

循環

環境とは……
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